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地区薬剤師会 医療保険ご担当者 様 
公益社団法⼈ 東京都薬剤師会 

副 会 ⻑  根 本 陽 充 
 
「こども DX 推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活⽤推進事業」

（PMH 接続⽀援事業）の周知について（周知依頼） 
 

平素より本会会務の推進に関しご尽⼒賜り⼼よりお礼申し上げます。 
今般、東京都デジタルサービス局より、標記の件について周知依頼がありました

ので、下記のとおりご案内申し上げます。 
本事業は、⼦育て世帯をはじめとする都⺠の利便性向上を⽬的として、医療機

関・薬局におけるマイナンバーカードの利活⽤を促進するものです。具体的には、
国が開発した情報連携基盤「PMH（Public Medical Hub）」を活⽤し、医療費助成
制度における受給者証情報をマイナ保険証に統合することで、資格確認業務の効率
化や請求誤りの防⽌が期待されています。 

令和6年度より、都所管の医療費助成制度（難病、⼩児慢性、精神通院、被爆者）
においてPMH接続が開始されており、令和7年度も引き続き、PMHに接続する改修
を⾏った都内薬局に対して補助⾦が交付される予定です（国の補助⾦に加え、東京
都独⾃の上乗せ補助あり）。 

つきましては、貴会におかれましても、会員薬局に対し本事業の内容をご周知い
ただきますようお願い申し上げます。詳細は、別添資料および下記特設ホームペー
ジをご参照ください。 

記 

特設ホームページ：https://pmh-hojokin2025.metro.tokyo.lg.jp 
問い合わせ先：東京都デジタルサービス局 デジタル戦略部 デジタル企画調整課 

担当：⽩旗・原⽥・蓮尾  TEL：03-6627-1974 

以上 

※PMH（PublicMedicalHub、情報連携基盤）:⾃治体が実施する医療費助成、予防接種、⺟⼦保
健分野における情報を医療機関・薬局に連携して、マイナンバーカードによりそれら
の情報を活⽤する取組 

東京都薬剤師会 医療保険課 
TEL：03-3294-0271 
Mail：hoken@toyaku.or.jp 





マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用可能とするための、ＰＭＨ接続に係る
システム改修を行った医療機関・薬局に対し、国の補助額に上乗せして補助金を交付します。

病院

14.1万円 1.8万円

こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード
利活用推進事業特設ホームページをご確認ください。

東京都マイナンバーカード利活用推進事業事務局

TEL：0120-905-122（土日祝日・年末年始を除く９時から17時まで）

補助
上限額

お問い合わせ

申請方法の詳細

診療所・薬局

補助イメージ

56.6万円の場合システム
改修費

7.3万円の場合システム
改修費

7.3万円の場合システム
改修費

ホームページはこちら https://pmh-hojokin2025.metro.tokyo.lg.jp

※グループで処方箋の受付が月４万回以上の薬局

国（基金）補助 1/2　　28.3万円 負担14.2万円

国（基金）補助 1/2   　3.6万円 負担1.9万円

国（基金）補助 3/4  　5.4万円

14.1万円14.1万円

1.8万円1.8万円

1.8万円1.8万円

都補助1/4さらに

都補助1/4さらに

都補助1/4さらに

自己負担額が
大幅に

減らせます！

負担1,000円

病院

診療所
薬局

大手
チェーン
  薬局※

医療機関 薬局の皆様へ

医療費助成の受給者証とマイナンバーカードを一体化する

国の補助額に加えて
さらに補助します！
国の補助額に加えて
さらに補助します！

システム
改修に係る
経費を

申請期限：令和8年 金曜日まで2/272/27



■補助対象事業

■補助対象者

基金の要領は
医療機関等向け

総合ポータルサイトの
「5.助成対象項目」から
ご確認いただけます。

以下の要件を全て満たす医療機関・薬局

医療費助成の受給者証について、
マイナンバーカードによる資格確
認を実施するためのレセコン改修
を行っている、または予定している

国（基金）の補助事業である「医
療機関等におけるマイナンバー
カード利活用推進事業補助金」
に申請している

国（基金）から「医療機関等におけ
るマイナンバーカード利活用推進
事業補助金」の交付決定を受け
ている

受給者証＆診察券の両方対応
（基金要領第3-1の事業）

都の補助制度の
対象ではありません

国（基金）及び都の
補助金を活用できます

交付決定を受けていない

受給者証のみ対応
（基金要領第3-2の事業）

医療費助成の受給者証について、マイナ
ンバーカードによる資格確認を実施する
ためのレセコン改修をご検討ください

国（基金）からの交付決定後に
都の補助制度を活用できます

診察券のみ対応
（基金要領第3-3の事業）

都の補助制度の対象ではありません都の補助制度を活用できます
（国の補助金に追加して、都の補助金を交付します）

医療保険においてオンライン資格確認を実施可能な体制を整えている、都内開設の医療機関・薬局
（健康保険法第６３条第３項第１号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局）

公費負担医療や地方単独医療費助成のオンライン資格確認を実施可能とするレセコン改修を
完了しており、かつ、国（基金）から「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」
の補助金の交付決定を受けていること

今年度に国（基金）の交付決定を受けた医療機関・薬局のほか、令和６年度に国（基金）の交付決定
を受け本補助金の申請を行っていない医療機関・薬局も、今年度の申請が可能です。ただし、令和
６年度に以下の補助金の交付を受けた場合は対象外です。
・難病、小児慢性特定疾病及び自立支援医療（精神通院医療）医療費助成に係るオンライン資格
確認のための医療機関システム改修等事業（厚生労働省補助、都保健医療局又は福祉局から交付）

■注意事項

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

国（基金）の補助金の
申請はこちらから

公費負担医療や地方単独医療費助成のオンライン資格確認を実施可能
とするレセプトコンピューター（以下「レセコン」という。）の改修※

1

2

以下のフローチャートで
補助対象となるかご確認ください

※社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）が定めた
　要領の第３「補助対象事業」の１及び２に規定する事業
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